
神戸市介護職員初任者研修等受講費給付金交付要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、神戸市内の障害福祉サービス提供事業所における新たな介護人材の発掘

及び介護職員の資質の向上を図ることを目的に、同事業所の従業者のうち介護職員初任者研修

等を修了した者への支援として、研修受講費の一部を予算の範囲内で交付するため、神戸市補

助金等の交付に関する規則（平成 27 年３月規則第 38号）に定めがあるもののほか、神戸市介

護職員初任者研修等受講費給付金（以下、「給付金」という。）に関して必要な事項を定めるも

のとする。 

 

（給付対象研修） 

第２条 給付金の交付対象となる研修（以下「対象研修」という。）は、次の課程の研修とす

る。 

⑴ 指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの（平成１８年厚生労働

省告示第５３８号）第１条第３項に規定する居宅介護職員初任者研修課程 

 

（給付対象職員の要件） 

第３条 給付金の交付の対象となる者は、前条に定める対象研修を修了した者のうち、給付金

交付申請時に次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。 

⑴ 神戸市内に所在する別表１のいずれかを実施する指定（認定）事業所（以下「対象事業

所」という。）において勤務する者 

⑵ 対象研修を修了した日の翌日から起算して１年以内である者 

⑶ 対象研修を修了した日の翌日以降の対象事業所１箇所における勤務期間が３箇月（休職期

間を除く）を経過し、かつ申請日時点において引き続き勤務している者 

⑷ 対象研修受講に係る費用を完納している者 

⑸ 国、他の地方公共団体等から給付金と類似の給付を受けていない者又は給付を受ける予定

がない者 

 

（給付対象事業所等） 

第４条 給付事業の対象となる事業所等は、前条に規定する給付金の交付対象となる者を雇用

した対象事業所とする。ただし、申請時点において廃止された施設、国又は地方公共団体が運

営する施設は除く。 

 

（給付対象経費） 

第５条 給付金の交付対象となる経費（以下「給付対象経費」という。）は、対象研修の受講に

係る受講費及び教材費等（以下「受講費等」という。）とする。分割払いに伴う手数料及び修

了評価不合格者の追試等に係る追加費用は対象外とする。また、本給付金とは別に対象事業所

を運営する事業者等から同種の給付金等の交付を受けている又は受ける予定となっている場合

は、給付対象経費からその金額を控除した後、なお残る給付対象経費を対象とする。 

 

（給付金の額等） 



第６条 給付金の額は、給付対象経費に２分の１を乗じて得た額（千円未満の端数が生じたと

きは、これを切り捨てる。）とする。ただし、５万円を限度とする。 

２ 給付金の交付は、給付対象職員１人につき１回限りとする。 

 

（交付申請及び請求） 

第７条 給付金の交付申請及び請求は、対象研修を修了した日の翌日から起算して１年以内か

つ、対象研修を修了した日の翌日以降の対象事業所１箇所における勤務期間が３箇月を経過し

た日以後の別に定める受付期間内に、次項の規定により行うものとする。 

２ 給付金の交付を受けようとする対象事業所の代表者（以下「申請者」という。）は、神戸市

介護職員初任者研修等受講費給付金交付申請書に次の関係書類を添える、もしくは電磁的記録

（電子的方式、磁気的方式その他知覚によっては認識できない方式で作られた記録をいう。）

により、市長に提出しなければならない。 

(1) 対象研修を修了したことを証する書類の写し 

(2) 対象研修の受講費等の領収書の写し 

(3) その他市長が必要と認める書類 

 

（交付決定及び額の確定等） 

第８条 市長は、前条に規定する申請書が提出された場合は、これを審査し、適当と認めたと

きは、神戸市介護職員初任者研修等受講費給付金交付決定通知書（様式第４号）により、申請

者に通知し、給付金を交付するものとする。 

２ 前項の場合において、給付金の交付が不適当と認めたときは、神戸市介護職員初任者研修

等受講費給付金不交付決定通知書(様式第５号)により、申請者に通知するものとする。 

 

（交付決定の取消し及び給付金の返還） 

第９条 市長は、前条の規定による交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するとき

は、当該交付決定を取り消すとともに、既に給付金が交付されているときは、期限を定めて、

その全部または一部の返還を命じることができる。 

⑴ 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けようとし、又は受けたとき。 

⑵ 前号に掲げるもののほか、神戸市補助金等の交付に関する規則の規定に基づく市長等の指

示に従わなかったとき。 

 

（その他） 

第 10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。 

 

（附則） 

この要綱は、令和４年７月１日から施行する。 

 

（附則） 

この要綱は、令和６年７月 22日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

 

（附則） 



この要綱は、令和６年９月９日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

 

（附則） 

この要綱は、令和８年５月 15日から施行し、令和８年４月１日から適用する。 

 

別表１（第３条関係） 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成１７年法律第１２

３号。以下「障害者総合支援法」という。）第５条第１項に規定する障害福祉サービス 

障害者総合支援法第７７条に規定する地域生活支援事業のうち、移動支援事業、地域活

動支援センター 

 


